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１．基本認識 

「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」（座長：三友仁志・早稲田大学大

学院アジア太平洋研究科教授）から 2022 年（令和４年）８月に公表された「デジタル時代におけ

る放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ」において、「人口減少や視聴スタイルの変

化等、放送を取り巻く環境が急速に変化する中においては（略）良質な放送コンテンツを全国

の視聴者に届けるため、放送事業者の放送ネットワークインフラに係るコスト負担を軽減し、コン

テンツ制作に注力できる環境を整備していくことが重要である」と言及されたことを踏まえ、デジ

タル時代における、放送コンテンツの制作・流通を促進するための方策の在り方について検討

する場として、「放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググループ」（以下「本ワ

ーキンググループ」という。）を開催している。 

2022 年（令和４年）12 月以降、本ワーキンググループにおいては、コンテンツ制作・流通に関

わる人材の確保・育成方策を含む制作・流通環境の改善の在り方、放送コンテンツを通じた我

が国・地方の魅力の世界への発信を促進する方策の在り方及び放送コンテンツのインターネッ

ト配信の推進の在り方について計９回の会合を開催して検討を行い、2023 年（令和５年）10 月

に現状及び課題、そして対応策を取りまとめ（以下「第１次取りまとめ」という。）1、公表した。 

本第２次取りまとめは、第１次取りまとめを踏まえ、対応策の検討状況の把握や具体化、新た

な課題整理等について、2023 年（令和５年）12 月の第 10 回会合以降、計７回の会合を開催し、

検討を行い、その結果を取りまとめたものである。 

 

 

２．検討の背景（放送コンテンツを取り巻く環境） 

ここでは、放送コンテンツを取り巻く環境について、第１次取りまとめからの時点更新を行い、本

ワーキンググループにおける検討の背景を振り返ることとする。 
（１） コンテンツ産業の市場規模 

我が国の 2022 年のコンテンツ産業の市場規模は 12 兆 4,418 億円であり、このうち、放送コ

ンテンツ（地上テレビ番組、衛星・ＣＡＴＶ番組）は３兆 4,536 億円で、全体の 27.8％を占め、コ

ンテンツ産業の要となっている。 

                                                
1 「デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ（第２次）」の別添３とし

て公表。 
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図表２-１ コンテンツ産業の市場規模 

 

他方、放送の市場規模は、かつては４兆円を超えていたが、リーマンショック（2008 年度）後

に４兆円を割り込み、以後、３兆円後半で推移している。最も市場規模の大きい地上放送に着

目すると長期的に漸減傾向にある。 

 

図表２-２ 我が国の放送事業の市場規模 

 

また、我が国の広告費を見ると、2022 年に 15 年ぶりに７兆円を超えたが、2007 年に 8.9％ 

であったインターネット広告費が 2022 年には 43.5％まで伸びており、広告費の内訳は大きく変

化している。一方、テレビ番組の見逃し配信等、主にテレビメディア放送事業者によるインター

ネット配信での広告費である「テレビメディア関連動画広告費」が、2022 年に前年比 140.6%と高

成長しているものの、その構成比は総広告費の 0.5%にとどまっている。 
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図表２-３ 広告費のネットシフト 

 

我が国の放送コンテンツの海外輸出額は毎年度増加傾向にあり、2021 年度の 655.6 億円に

対し、2022 年度は 756.2 億円に伸びているが、そのうち９割がアニメである。 

 

図表２-４ 我が国の放送コンテンツの海外輸出額 

 

（２） 動画配信サービスの伸長と視聴端末・視聴スタイルの多様化 

ブロードバンドの普及や映像配信技術・インフラの進展等を背景として、動画配信サービスが

伸長するとともに、スマートフォンやタブレット端末等の視聴端末の多様化や、動画配信におけ

るタイムシフト視聴といった視聴スタイルの多様化が進んでいる。 

 

① 動画配信サービスの伸長 

動画配信サービスでは、放送コンテンツを含む様々な映像コンテンツが、スマートフォンや
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タブレット、インターネットに接続するテレビ受信機（コネクテッドテレビ、スマートテレビ、結線

テレビ等）等に対応する形で提供されている。 

「NETFLIX」・「Amazon Prime Video」・「Disney+」等の世界的な動画配信プラットフォームに

よるサービスや、「TVer」・「ＮＨＫプラス」等の放送事業者による見逃し配信サービス、

「Hulu」・「ＴＥＬＡＳＡ」・「テレ東 BiZ」・「ＦＯＤ」・「ＮＨＫオンデマンド」等の放送事業者によるＶ

ＯＤ（Video On Demand）サービスが提供されている。中でも複数の放送事業者が放送コンテ

ンツを提供する「TVer」については、再生数が４年間で約５倍に伸びているなど、成長を継続

している。 

 

図表２-５ 世界的な動画配信サービスの現状 

 

図表２-６ ＮＨＫ及び在京キー局の主なインターネット配信サービス 

 

 



7 
 

 

図表２-７ ＴＶｅｒにおける再生数とＵＢ数の推移（週次） 

 

図表２-８ 在京キー局以外の主なインターネット配信サービス 

 

図表２-９ ＮＨＫによるインターネット配信サービスの取組 
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② 視聴端末・視聴スタイルの多様化 

ブロードバンドの進展やスマートフォンやタブレットの普及に伴い、多くの人が、いつでも、

どこでも、インターネットにアクセスし、多様な端末で映像コンテンツを視聴することが可能に

なった。 

「インターネット利用」時間と「テレビ視聴」時間を比較すると、令和２年度において、平日１

日の平均利用時間での「インターネット利用」が「テレビ視聴」を初めて超過し、令和４年度で

は、「インターネット利用」と「テレビ視聴」との時間差が更に拡大している。また、休日１日の

平均利用時間においても令和４年度同様に超過し、令和５年度では時間差が更に拡大して

いる。 

 

図表２-10 インターネット利用の伸長 

 

テレビ受信機でリアルタイムに放送コンテンツを視聴するという従来の視聴スタイルは減少し

ている一方、放送コンテンツを視聴するデバイスがテレビ受像機以外にスマートフォン、タブレッ

ト等多様化しており、放送コンテンツの視聴機会は分散化している。若年層（16～29 歳）では、

スマートフォンで放送コンテンツを視聴する人は半数を超え、また好きな時間に、手元の端末で

見るという個人志向が強まる等、視聴端末や視聴スタイルの多様化が進んでいる。そのような中

で視聴者に放送コンテンツが視聴され続けるためには、魅力的なコンテンツを制作することや、

放送コンテンツを提供する動画配信プラットフォームの在り方が重要になっている。 
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図表２-11 インターネットでの放送コンテンツの視聴 

 

図表２-12 視聴スタイルの変化 

 

また、テレビ受信機をインターネットに接続する割合は 2023 年５月に 60％に迫っており、テレ

ビ受信機は放送コンテンツを視聴するだけの端末ではなくなり、動画配信サービスを視聴する

機能を併せ持った端末となっている。 
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図表２-13 テレビ受信機のネット接続率の推移（関東） 

 

 

３．第１次取りまとめ後の現状及び課題並びに対応策 

（１） コンテンツ制作・流通に関わる人材の確保・育成方策を含む制作・流通環境の改善の在り方 

① 放送コンテンツの制作・流通に関わる人材の確保・育成方策  

＜検討の経緯＞ 

第１次取りまとめにおいて、放送が、引き続き、国民の「知る自由」を保障し、災害情報や地

域情報等の「社会の基本情報」の共有や多様な価値観に対する相互理解の促進といった社

会基盤としての役割を果たし続けるためには、放送コンテンツの制作・流通に関わる人材を

確保・育成することは必要不可欠であり、海外を含む、放送対象地域以外の地域向けのコン

テンツを制作する機会が不足しているローカル局や番組制作会社、ケーブルテレビ事業者

等に対して、国がコンテンツの制作・流通の機会を提供することにより、不足しているノウハウ

の獲得・共有の支援を行うことが必要であるとされた。 

これを踏まえ、海外展開を見据えた放送コンテンツの制作・流通等の効率化、クリエイター

等人材確保・育成にも資するデジタル技術の活用方策、海外向けコンテンツ制作に知見を

持つ者、海外放送事業者に関係性を持つ者等の活用、海外展開に向けたローカル局同士

の広域連携の有用性について検討を行った。 

 

＜現状・課題＞  

我が国の放送コンテンツが、グローバルに展開していくためには、海外のニーズに合わせ

たコンテンツの制作が求められる。 近年の視聴者側の環境変化、例えば、視聴デバイスのさ

らなる高解像度化や、コネクテッドテレビの普及、そして、世界的にヒットしているコンテンツの

傾向等を踏まえると、今後、先進的なデジタル技術（４Ｋ、ＶＦＸ（バーチャルプロダクション） 、

３ＤＣＧ、ＡＩ等）を活用した高品質なコンテンツのニーズが高まるものと考えられる。  

他方で、我が国においては、こうした高品質の放送コンテンツを制作するために必要となる
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先進的なデジタル技術（４Ｋ、ＶＦＸ、３ＤＣＧ、ＡＩ等）を使いこなせるスキルを有するクリエイタ

ーが不足している。これらのデジタル技術をコンテンツ制作に取り入れていくためには、コン

テンツ制作のフローへの理解とともに、デジタル技術の進展に合わせた活用ノウハウの蓄積

が必要となるものの、放送事業者・番組制作会社において、こうしたノウハウも圧倒的に不足

している。  

なお、放送コンテンツの制作の担い手である番組制作会社は、規模が小さく、マンパワー

が限られている（従業員９９人以下の企業が約８０％、年間売上高１０億円以下の企業が７

０％、資本金５千万円以下の企業が８５％）ことにも留意が必要である。 

 

図表３-１ 番組制作会社の概況 

 

図表３-２ ４Ｋコンテンツの状況 
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図表３-３ ＶＦＸの活用（バーチャルプロダクション） 

 

図表３-４ ＡＩ業務支援システム 

 

放送事業者同士が連携することで、これらのノウハウや技術を共有し、質の高い番組制作

や人材育成等につながることが見込まれ、今後、本格的に連携に取り組んでいくことが重要

である。 

併せて、特にアニメと比べて十分な展開が進んでいない実写コンテンツの領域において、

グローバル展開の拡大を図るためには、デジタル技術を含め、世界の潮流にキャッチアップ

していくことが非常に重要である。そのためには、先進的なデジタル技術を活用してコンテン

ツを制作できる人材育成の支援や、海外放送事業者等との関係性の構築等を促進すること

が重要である。 
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＜対応策＞ 

海外に通用する放送コンテンツの制作力を強化する観点から、放送事業者・番組制作会

社に対し、グローバル水準のコンテンツ制作や諸外国での展開実績を有する海外事業者の

招聘や、先進的なデジタル技術に関する研修等を通じて、制作過程におけるデジタル技術

の活用を含め、高品質コンテンツを制作するためのノウハウ習得を図る人材育成の取組への

国の支援が必要である。 

 

② 放送コンテンツの製作取引の一層の適正化 

＜検討の経緯＞ 

第１次取りまとめにおいて、番組製作会社のコンテンツ製作に係るインセンティブや創意工

夫の意欲を削ぐ、又は下請事業者の働き方改革を阻害するような取引慣行の改善により、放

送コンテンツの制作・流通に関わる優れた人材を継続的に確保する必要があり、放送コンテ

ンツの製作取引の実態調査や「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」（以

下「ガイドライン」という。）の遵守状況に係る指導を徹底するとともに、当該調査の結果等を

踏まえ、「放送コンテンツの適正な製作取引の推進に関する検証・検討会議」（以下「検証・

検討会議」という。）において議論を行い、必要に応じてガイドラインの改訂や周知広報等の

措置を講じる等、ガイドラインの普及・定着を図ることとされた。また、検証・検討会議における

議論に当たっては、下請事業者における働き方改革や親事業者による働き方改革の下請事

業者へのしわ寄せ等の影響にも留意するべきであるとされた。 

 

図表３-５ 「放送コンテンツの適正な製作取引の推進に関する検証・検討会議」 
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図表３-６ 「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」の概要 

 

＜検討状況＞  

検証・検討会議において、ガイドラインの改訂に向けて、主に①著作権の帰属、②適正な

製作費、③就業環境の適正化の３点について、現状と課題の把握を行った。 

その結果、2020 年（令和２年）の第７版の改訂以降に総務省が実施した「ガイドライン遵守

状況調査」（ヒアリング）及び「放送コンテンツ製作取引実態調査」（アンケート）を通じて、書面

の交付状況や取引価格の決定に係る事前協議の実施状況、著作権の譲渡等の有無等につ

いて、放送事業者と番組製作会社との間の認識の差は依然として存在することや、2021 年

（令和３年）から中小企業庁が実施している「価格交渉促進月間」フォローアップ調査におい

ては、「放送コンテンツ」の業種別の価格転嫁率の順位が低い状況が続いている（価格交渉

促進月間（2023 年９月）フォローアップ調査結果：27 業種中 26 位）こと等が判明した。 

以上を踏まえ、検証・検討会議において発注側と受注側を代表する業界団体からそれぞ

れヒアリングを実施するとともに、番組製作現場の就業環境の実態について、国の相談窓口

に寄せられた内容や中小企業庁の取引調査員（下請Ｇメン）が聞き取った内容を共有し、ガ

イドライン第８版の改訂内容を検討した。今後、検討内容を踏まえ、製作した番組の著作権の

帰属、製作費への転嫁、就業環境の適正化等について、ガイドラインに反映させていく予定

である。 

併せて、ガイドラインの遵守の徹底に向け、総務省において、地域ごとに調査・指導を行う

ため、全国的に体制を強化する予定である。 

下請代⾦⽀払遅延等防⽌法の対象である「情報成果物作成委託」に係る取引の適正化に対応するため、平成21年2⽉に策定。
著作権の帰属に関する整理表等を追加した改訂第７版を令和２年９⽉末に公表。
ガイドラインの対象：地上テレビジョン放送、衛星放送、有線テレビジョン放送等を⾏う放送事業者

放送コンテンツの製作に関わる番組製作会社

① 放送コンテンツ製作に関するインセンティブ向上を図り、もって、我が国における放送の発展を⽬的とする。
② ⾃由な競争環境を整備しながら、番組製作会社のコンテンツ製作に係るインセンティブや創意⼯夫の意欲を削ぐような取引

慣⾏の改善及び番組製作に携わる業界全体の向上を⽬指す。

○ 望ましいと考えられる事例
【具体例】

【具体例】１ 書⾯の交付
２ 取引価格の決定
３ 著作権の帰属

(1) 著作権の帰属、窓⼝業務
(2) 放送番組に⽤いる楽曲に関する取引
(3) アニメの製作に関する取引

４ 取引内容の変更・やり直し
５ その他

(1) 下請代⾦の減額
(2) ⽀払期⽇の起算⽇
(3) 契約形態と取引実態の相違
(4) トンネル会社の規制
(5) 下請事業者の振興のための取組

○ ガイドラインに主に記載している項⽬

１．背景及び対象

２．ガイドラインの⽬的

３．主な内容
○ 問題となり得る取引事例

 発注書の書⾯交付が⾏われていない場合があった
 取引価格等の決定について、事前に⼗分な協議の機会が設けられていなかった
 著作権の帰属について、事前に⼗分な協議の機会が設けられていなかった

 放送番組製作委託契約の際、書⾯が交付されていない場合は、アラートが表⽰
されるシステムを導⼊している

 製作会社が著作権を放送局に譲渡する場合には、放送局は製作会社に対し、
「著作権の対価」に係る部分を、製作委託費とは別に明⽰して⽀払っている
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図表３-７ 「放送コンテンツの適正な製作取引の推進に関する検証・検討会議」におけるガイドライン改訂の検討状況 

 

（２） 放送コンテンツを通じた我が国・地方の魅力の世界への発信を促進する方策の在り方 

＜検討の経緯＞ 

第１次取りまとめにおいて、海外の放送事業者や動画配信サービス事業者等との取引機会

の拡大を図るため、国際見本市において放送事業者等が共同しての日本発コンテンツのプロ

モーションが重要であること、デジタル基盤を活用した通年の情報発信や取引が可能となる環

境の整備や、海外拠点を活用した取引機会の獲得にも取り組むことが必要であること、官民が

連携し、取引実態の把握や課題と対応策、共有すべきノウハウ等の整理を行うことが必要であ

ること、意欲ある事業者に対してチャレンジできる機会を提供する等の国の支援を強化すること

が必要であること等とされた。 

これを踏まえ、放送コンテンツの海外向けプロモーションの強化方策、我が国の放送コンテン

ツを紹介するデジタル基盤の機能拡充の在り方、海外向け配信の推進方策等について検討を

行った。 

 

＜現状・課題＞  

我が国の放送を取り巻く環境が変化する中、放送が社会的役割を今後も維持し、健全に

発展していくためには、放送事業者の経営基盤の強化が必要であり、また、国内放送で最も

市場規模の大きい地上放送の市場規模が長期的に漸減傾向にある中、国内向けのサービ

スにとどまることなく、グローバルに我が国の魅力ある放送コンテンツを制作・流通し続けるこ

とがこれまで以上に重要となるため、海外市場への展開は避けて通れない。 

そのような中、世界のコンテンツマーケット（見本市等）への出品・出展は、海外バイヤーに

対し日本コンテンツの魅力を PR できる限られた機会であり、また、オンライン上でプロモーシ

ョンし商談を可能とするデジタル基盤も有用であるが、いずれも効果的なプロモーションに向

け拡充・見直しの余地がある。 

ガイドライン改訂の検討の経緯
• 令和２年の第７版の改訂以降に実施した「ガイドライン遵守状況調査（ヒアリング）」及び「製作取引実態調査（アンケート）」を通じて、書⾯の交付や

取引価格の決定、著作権の帰属などについて、放送事業者と番組製作会社との間の認識の差がやや拡⼤傾向にあったことや、令和３年から中⼩企業庁
が実施している「価格交渉促進⽉間」フォローアップ調査において、「放送コンテンツ」の業種別の価格転嫁率の順位が27業種中26位と低い状況が続いてい
ることなどが判明。

• 以上を踏まえ、検証・検討会議において第８版の改訂内容を検討。当該検討に当たっては、発注側と受注側を代表する業界団体からヒアリングを実施する
とともに、番組製作現場の就業環境の実態について、国の相談窓⼝に寄せられた内容や中⼩企業庁の下請Gメンが聞き取った内容を共有。

主な論点と検討の⽅向性
1. 著作権の帰属

2. 適正な製作費

3. 就業環境の適正化

４．その他
 第７版改訂後に新たに制定⼜は改定された法令やガイドラインの内容について、反映する

 「⼗分な協議や対価の⽀払いをせずに⼀⽅的に著作権を発注者に帰属させないことを共通認識とし、「⼗分な協議」の内容について、成功事例や例⽰をガ
イドラインに反映し、共有することは有益ではないか

 ガイドラインに記載する際の粒度や形式については、発注者・受注者双⽅が協議に⼊りやすいか、分かりやすさ、浸透させることができるか等の観点から検討
が必要ではないか

 取引当事者の間で協議をする際の⼿がかりをガイドライン等で⽰すことはできるのではないか

 ⼗分に協議を尽くせば、コストの全額を転嫁できなくても問題にはならないはずだが、取引の⼀⽅当事者が協議を尽くしたと認識するだけでは不⼗分なので
はないか

 必要な経費について、費⽬を洗い直して優先順位をつけるなど、業界全体で統⼀的な基準、モデルを作成できないか
 価格転嫁を促進するようなツールの作成や市場の相場感覚の形成に向けた取組が必要ではないか

 発注者は、下請である受注者の問題とせず、サプライチェーン全体の中での⼈権侵害や制作環境にも⽬を配っていくべきではないか
 発注者が設置する相談窓⼝の案内や周知の在り⽅については、実態を把握し、好事例の横展開を図るなどの⼯夫が必要ではないか。
 ⾏政においても、相談窓⼝の運営⾒直し、発注者への指導・監督などを⾏うべきではないか
 取引関係の構造、契約書の交付や業務の委託内容の曖昧さ、製作のシステム化、事業者の規模・地域による差異、⼈材確保など、発注者・受注者の

間でそれぞれの課題について情報共有を⾏った上で、業界全体の在り⽅を議論すべきではないか
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図表３-８ 海外の主なコンテンツ関連の国際見本市等 

 

図表３-９ 日本の放送コンテンツの海外向け BtoB オンラインカタログ 

 

また、３．（１）①で言及したとおり、視聴デバイスのさらなる高解像度化や、コネクテッドテレ

ビの普及、そして、世界的にヒットしているコンテンツの傾向等を踏まえると、高付加価値な放

送コンテンツを制作するに当たって、高機能設備（４Ｋ、ＶＦＸ（バーチャルプロダクション）、３

ＤＣＧ、ＡＩ等）の活用性の重要性が増している。例えば、ＶＦＸを活用することで、天候や環境

等に左右されずに撮影が行えるようになり、現実には起こりえないような映像表現を実現する

だけでなく、制作の効率化も可能となる。 

これらの最新の高機能設備の活用は、コンテンツ制作力全体の底上げにも資するもので

あるが、放送事業者・番組制作会社の自主的な取組のみでは、その高額な費用やオペレー

トする人材のスキル不足が原因となって、これらの設備や技術が十分に活用されず、海外に

通用する放送コンテンツの制作が進まないおそれがある。 
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図表３-10 ４Ｋコンテンツの状況（再掲） 

 

図表３-11 ＶＦＸの活用（バーチャルプロダクション）（再掲） 
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図表３-12 ＡＩ業務支援システム（再掲） 

 

また、地方の放送事業者等において、自治体と連携した発信によるインバウンド獲得の事

例も生まれているが、経営悪化による制作力の低下を克服するまでには至らず、他地域への

広がりが限定的である。海外事業者とも十分な関係性を有しておらず、海外展開先の市場環

境や商慣習等、買い手のニーズを十分に把握できていないため、コンテンツをビジネスに十

分につなげられていない状況である。 

 

図表３-13 放送コンテンツを通じた地方の魅力の発信による地方創生の事例 

 

インターネット配信や海外展開等国内放送以外でのコンテンツの流通に必要となるのが権

利処理である。放送事業者の多くが意欲があっても権利処理体制の課題を抱え、権利処理

のノウハウ・経験が不足していることを踏まえれば、放送事業者が、複数にわたる著作権者・

著作隣接権者との権利処理を短期間で個社単独で行うことは困難であり、インターネット配
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信や海外展開に踏み切ることが容易でない状況である。 

 

図表３-14 ローカル局における権利処理の課題①（権利処理体制の問題） 

 

図表３-15 ローカル局における権利処理の課題②（ノウハウ・人員不足） 

 

一方、我が国の放送コンテンツの海外への配信は、現状、海外の動画配信プラットフォー

ムを通じて行われている状況であるが、これとは別に我が国の放送コンテンツを中心に据え

た番組表示や機動的なコンテンツの配信や価格戦略等、日本の放送事業者にとって自由度

の高い流通手段の選択肢の確保が課題である。また、日本の制作者への対価が還元される

形で、海外市場への展開を拡大する観点や、諸外国で日本の放送コンテンツが違法と疑わ

れる動画配信サービスにより流通していることへの対応として、摘発に向けた国際的な官民

連携での取組に加え、正規版の動画配信サービスによる流通促進が求められている観点か

ら、海外へのインターネット配信の更なる積極的な展開が課題となっている。この点、国内の

インターネット配信サービスについては、各事業者から個別提供されており、日本の放送コン
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テンツが集約化されておらず、仮にこれをそのまま国外向けに配信したとしても、アクセス性、

網羅性等の観点から利用者利便の低いものとなることが予想される。 

 
図表３-16 諸外国における日本コンテンツの違法配信 

 

図表３-17 ＮＨＫ及び在京キー局の主なインターネット配信サービス（再掲） 

 

＜対応策＞ 

グローバルに通用する放送コンテンツの制作力向上を図るため、放送事業者・番組制作

会社に対する高機能設備の利用・導入に係る国の支援が必要である。また、地方でのクリエ

イターの発掘・育成、地域発コンテンツの制作等、地方における創意工夫をこらした海外展

開の推進方策を講じるべきである。 

更に、引き続き、国として国際見本市等への出展支援を実施しつつ、見本市の規模や参

加する海外バイヤー等の最新の動向を踏まえ、より効果的なオールジャパンでのコンテンツ

の PR 方法を検討するとともに、デジタル基盤の機能拡充等を行うことにより、意欲あるローカ

ル局やケーブルテレビ事業者、番組制作会社を含め、人的交流を含めた海外展開の機会を
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充実させることが必要である。併せて、民間団体の海外事務所を活用し、放送事業者等の求

めに応じて、現地のマーケティング、海外展開に関する相談、海外事業者（海外の放送事業

者、プロダクション、動画配信プラットフォーム）との契約交渉等の対応を行う仕組みの整備が

必要である。 

一方、放送事業者の権利処理円滑化を推進するため、以下の取組が個社単独で権利処

理を行うことが困難な放送事業者等に対して講じられる必要があり、また、当該取組をサポー

トする機能があることが望ましい。 

・インターネット配信や海外展開における権利処理に係る業務フローを解説したガイドブッ

クの提供 

・放送事業者側の権利処理に係る利用申請・報告時の作業を効率化するシステムの整備 

等 

また、各放送事業者の権利処理に係る法務能力の強化の観点から、放送事業者間の協

力・連携が模索されることも期待される。 

更に、既存の配信プラットフォームとの関係性や持続可能な事業の運営方法等に留意し

つつ、我が国放送コンテンツが適時に海外で視聴できる環境の創出及び正規の放送コンテ

ンツの国外への流通を促進するためのＮＨＫ・民放の共同によるインターネット配信プラットフ

ォームの構築を官民連携して目指すべきである。 

  

（３）国内における更なる流通促進の在り方 

① 権利処理の円滑化 

＜検討の経緯＞ 

（２）で言及したとおり、第１次取りまとめにおいて、インターネット配信を行う場合の権利処理

等について、コンテンツ制作・流通の現場の状況把握をしつつ、官民が連携し、共有すべきノウ

ハウの整理や、インターネット配信に取り組むローカル局の連携・サポート体制の構築に向けた

検討に早急に着手する必要があるとされた。 

また、「小規模中継局等のブロードバンド等による代替に関する作業チーム」において、ＩＰユ

ニキャスト方式について、いわゆる「フタかぶせ」が回避され、放送の一部としての著作物の利

用が確保されるようにするため、著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）の改正によって解

決していない課題があるか検討すべきとされていた。 

 

＜現状・課題＞ 

（２）で言及したとおり、インターネット配信や海外展開等国内放送以外でのコンテンツの流通

に必要となるのが権利処理である。放送事業者の多くが意欲があっても権利処理体制の課題

を抱え、権利処理のノウハウ・経験が不足していることを踏まえれば、放送事業者が、複数にわ

たる著作権者・著作隣接権者との権利処理を短期間で個社単独で行うことは困難であり、イン

ターネット配信や海外展開に踏み切るのが容易でない状況である。 
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図表３-18 ローカル局における権利処理の課題①（権利処理体制の問題）（再掲） 

 

図表３-19 ローカル局における権利処理の課題②（ノウハウ・人員不足）（再掲） 

 

＜対応策＞ 

放送事業者の権利処理円滑化を推進するため、以下の取組が個社単独で権利処理を行

うことが困難な放送事業者等に対して講じられる必要があり、また、当該取組をサポートする

機能があることが望ましい。（再掲） 

・インターネット配信や海外展開における権利処理に係る業務フローを解説したガイドブッ

クの提供 

・放送事業者側の権利処理に係る利用申請・報告時の作業を効率化するシステムの整備 

等 

また、各放送事業者の権利処理に係る法務能力の強化の観点から、放送事業者間の協

力・連携が模索されることも期待される。 
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＜検討状況（「小規模中継局等のブロードバンド等による代替に関する作業チーム」関係）＞ 

小規模中継局等のＩＰユニキャスト方式による代替に係る全体構成・アーキテクチャのイメ

ージは２種類示されている。代替例１は、放送事業者から視聴者の端末までをインターネット

で配信する形態で一般的な放送コンテンツのネット配信に近い形態である。代替例２は、放

送波を一旦受信し、配信用サーバを生成し、視聴者の端末まで同時再送信する形態である。 

 
図表３-20 小規模中継局等のブロードバンドによる代替のイメージ 

 

コスト負担軽減の観点から、ブロードバンド等による代替可能性を検討する代替元のネット

ワークとしては、ミニサテライト局及び共聴施設のほか、必要に応じて一部の小規模中継局が

主に想定される。 

 

図表３-21 代替元として検討対象となる放送ネットワークインフラの範囲 

 

以上の２種類の代替例に関し、権利処理の現行著作権法上の解釈を文化庁と共に整理し

た。 
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代替例１（一般的な放送コンテンツのネット配信に近い形態）は、現行の著作権法に照ら

すと放送同時配信等（著作権法第２条第１項９号の７）であると整理できる。放送番組におけ

る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾が行われた場合には、当該許

諾に際して別段の意思表示があった場合を除き、当該許諾には放送同時配信の許諾を含

むものと推定される（なお、許諾の推定規定の解釈に当たっては、「放送同時配信等の許諾

の推定規定の解釈・運用に関するガイドライン」（2021 年（令和３年）８月 25 日策定）も参照。）。

また、著作隣接権（レコード・レコード実演や映像実演（２回目以降の放送同時配信））の権利

処理については、許諾を得ることが困難な一定の場合に、補償金又は報酬の支払いを行うこ

とによって放送同時配信等を行うことができる制度が設けられている。ただし、上記の各制度

にかかわらず利用者・権利者間では配信に関して別段の合意がされている場合もあるため、

実際の適用に当たってはサービス実態に即した利用者・権利者間の合意が必要となると考

えられる。 

ＩＰマルチキャスト・ＩＰユニキャストの区別なく、現行の著作権法上、特定入力型自動公衆

送信は「放送を受信して同時に、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自

動公衆送信装置に情報を入力することにより行う自動公衆送信」が該当する。また、ＢＢ代替

の地域を放送対象地域内に限定した形であれば、代替例２（放送波を受信し、配信用データ

を生成し、再送信する形態）は、地域限定特定入力型自動公衆送信に該当すると考えられる。

この場合、実演及びレコードにつき、著作権法第 102 条第５項、第６項及び第７項の適用が

可能と考えられ、権利者の許諾なく地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。

この場合、実演及びレコードの権利者に対して、補償金の支払いを行うことが必要である。た

だし、上記の各制度にかかわらず利用者・権利者間では配信に関して別段の合意がされて

いる場合もあるため、実際の適用に当たってはサービス実態に即した利用者・権利者間の合

意が必要となると考えられる。 

見逃し配信機能については放送同時配信等に該当する。また、特定入力型自動公衆送

信に該当する場合においては家庭内その他これに準ずる限られた範囲内による録画及びフ

ァイルダウンロードは私的使用のための複製に該当するため、著作権法第 30 条第１項により、

無償での利用が可能である。 
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図表３-22 小規模中継局等のブロードバンド代替に係る権利処理の著作権法上の解釈（文化庁・総務省） 

 

また、上記の整理に関して、構成員より、一般的な放送コンテンツのネット配信に近い形態

より、放送波を受信し、配信用データを生成し、再送信する形態が現行の著作権法上権利

処理が円滑に進む、ということが意見として出された。2 

 

図表３-23 小規模中継局等のブロードバンド代替に係る権利処理の著作権法上の解釈に対する構成員の意見 

                                                
2 なお、本ワーキンググループにおける検討内容は、「小規模中継局等のブロードバンド等による

代替に関する作業チーム」（第 19 回）（2024 年（令和６年）３月 28 日）において報告され、同（第

20 回）（2024 年（令和６年）５月 22 日）において先の報告内容が盛り込まれた中間報告として整

理された。また、同中間報告はデジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会（第 26
回）（2024 年（令和６年）５月 24 日）に報告された。 

１．代替例１（一般的な放送コンテンツのネット配信に近い形態）は、現行の著作権法に照らすと放送同時配信等
（同法第２条第１項９号の７）であると整理できる。放送番組における著作物、実演、レコード、放送又は有線放
送の利用の許諾が行われた場合には、当該許諾に際して別段の意思表示があった場合を除き、当該許諾には
放送同時配信の許諾を含むものと推定される（なお、許諾の推定規定の解釈に当たっては、「放送同時配信等
の許諾の推定規定の解釈・運用に関するガイドライン」（令和３年８月25日策定）も参照すること。）。また、著作
隣接権（レコード・レコード実演や映像実演（２回目以降の放送同時配信））の権利処理については、許諾を得る
ことが困難な一定の場合に、補償金又は報酬の支払いを行うことによって放送同時配信等を行うことができる制
度が設けられている。ただし、上記の各制度にかかわらず利用者・権利者間では配信に関して別段の合意がさ
れている場合もあるため、実際の適用に当たってはサービス実態に即した利用者・権利者間の合意が必要とな
ると考えられる。

２．IPマルチキャスト・IPユニキャストの区別なく、現行の著作権法上、特定入力型自動公衆送信は「放送を受信し
て同時に、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することに
より行う自動公衆送信」が該当する。また、BB代替の地域を放送対象地域内に限定した形であれば、代替例２
（放送波を受信し、配信用データを生成し、再送信する形態）は、地域限定特定入力型自動公衆送信に該当す
ると考えられる。この場合、実演及びレコードにつき、著作権法第102条第５項、第６項及び第７項の適用が可能
と考えられ、権利者の許諾なく地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。この場合、実演及びレ
コードの権利者に対して、補償金の支払いを行うことが必要である。ただし、上記の各制度にかかわらず利用
者・権利者間では配信に関して別段の合意がされている場合もあるため、実際の適用に当たってはサービス実
態に即した利用者・権利者間の合意が必要となると考えられる。

３．見逃し配信機能については放送同時配信等に該当する。また、特定入力型自動公衆送信に該当する場合に
おいては家庭内その他これに準ずる限られた範囲内による録画及びファイルダウンロードは私的使用のため
の複製に該当するため、著作権法第30条第１項により、無償での利用が可能である。

出典︓「放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググループ」（第13回）資料13－3 事務局資料

・代替例１（一般的な放送コンテンツのネット配信に近い形態）は、同時配信の推定を整備いただいたことをトレー
スしているとの認識。これにより、一定の範囲でフタかぶせが減少し、著作権処理の実務にも良い影響があった。
しかしながら、推定はあくまで推定であるため、主に映像素材等に関わるアウトサイダーの著作権者が配信向け
の利用を許容しないことを理由として、商用サービスと同様のフタかぶせが生じ得る。著作隣接権者に対する権
利制限も、アウトサイダーに限定されている。必ずしも十分ではないように思える。代替例２（放送波を受信し、配
信用データを生成し、再送信する形態）は現行のIPマルチキャストと同じ形態であることになるが、IPマルチキャ
ストが放送法上の放送に位置付けられているということ、著作権隣接者に対する権利制限についても、著作権等
管理事業者である権利者団体を含んでいることから、放送同時配信にあわせて円滑な利用が可能になっている。
以上を踏まえ、現行の著作権法に照らし合わせると、代替例２（放送波を受信し、配信用データを生成し、再送信
する形態）の方がより円滑な権利処理が実現し得る。IPマルチキャストと同様、IPユニキャストによるブロードバン
ドによる代替も放送法上、放送と位置付けることにより、より円滑な権利処理が期待できる。今後も本ＷＧを中心
に、デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会及び小規模中継局等のブロードバンド等による代
替に関する作業チーム並びに文化庁と連携し、準備を進めていただくことが重要。【落合構成員（第13回）】

・代替例１（一般的な放送コンテンツのネット配信に近い形態）は、インターネット配信に近い同時配信等であり、著
作権法では令和３年に法改正の手当がされている。既に実施しているインターネット配信と同じ仕組みだが、フタ
かぶせが課題になると認識。また、許諾を推定する条件は、推定が覆されるおそれ。つまり、実施しやすいがフタ
かぶせが生じやすい方法。代替例２（放送波を受信し、配信用データを生成し、再送信する形態）は、放送扱いで
あることからおそらくフタかぶせは生じにくい。しかしながら、放送を受信して配信する仕組みであることから、新
たな設備投資を要する場合がある。代替例１（一般的な放送コンテンツのネット配信に近い形態）で権利処理が
円滑になれば良いと考えるが、現状、フタかぶせを急激になくす方法はないと認識しているため、実施できるもの
をやっていくことが必要。現行制度ではこれが限界。【福井構成員（第13回）】

出典︓「放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググループ」（第13回）資料13－3 事務局資料
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② 動画配信プラットフォームの在り方 

＜検討の経緯＞ 

第１次取りまとめにおいて、視聴者がインターネット経由で放送コンテンツを容易に視聴でき

る環境の早期実現のため、まずは、インターネットに接続するテレビ受信機において、複数のイ

ンターネット配信プラットフォームが連携し、当該プラットフォームが配信する放送コンテンツの

一覧性が確保される入口（仮想的なプラットフォーム）からの適切な導線の実現に向けて、視聴

者にとっての利便性という観点からも、容易に放送コンテンツを視聴できる表示・操作性につい

て、放送事業者や様々な関係者共同による枠組みにおける検討・検証を官民が連携して行うこ

とが必要であるとされた。 

これを踏まえ、コネクテッドテレビ上における、視聴者の利便性向上に向けた放送コンテンツ

の一覧性を確保した仮想プラットフォームの実現や官民連携による放送コンテンツのプロミネン

スの在り方について検討することとされた。 

 

＜現状・課題＞ 

情報空間が放送以外にも広がり、インターネット空間では、アテンションエコノミー3が形成

され、フィルターバブル4やエコーチェンバー5、偽・誤情報といった問題が顕在化し、社会的

分断が懸念される時代が目前となる中、放送の取材や編集に裏打ちされた信頼性高い情報

発信、「知る自由の保障」、「社会の基本情報」の共有や多様な価値観に対する相互理解の

促進といった放送の価値が、情報空間全体における健全性の確保の観点から、その役割に

対する期待が増している。また、それらの役割を維持し、健全に発展していくためには、放

送・インターネット配信含めたサービス全体で価値を高める取組が必要である。 

                                                
3 人々の関心や注目の度合いが経済的価値を持つという概念。 
4 アルゴリズムがネット利用者個人の検索履歴やクリック履歴を分析し学習することで、個々のユ

ーザにとっては望むと望まざるとにかかわらず見たい情報が優先的に表示され、利用者の観点に

合わない情報からは隔離され、自身の考え方や価値観の「バブル（泡）」の中に孤立するという情

報環境。 
5 ソーシャルメディアを利用する際、自分と似た興味関心をもつユーザをフォローする結果、意見

をＳＮＳで発信すると自分と似た意見が返ってくるという状況を、閉じた小部屋で音が反響する物

理現象にたとえたもの。 
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図表３-24 インターネット空間における社会問題と放送の役割 

 

放送が果たすべき役割やその期待に応えるべく、インターネット配信を視聴可能なコネク

テッドテレビ上において、視聴者がインターネット経由で放送コンテンツを容易に視聴できる

環境（視聴者の利便性向上に向けたＮＨＫと民放の放送コンテンツの一覧性を確保した仮想

プラットフォームの実現や官民連携による放送コンテンツのプロミネンス（本ワーキンググルー

プにおいて「表示・操作性等により、放送コンテンツが視聴者に視聴されやすいようにする取

組」と定義する）の在り方）の早期実現が必要である。 

２０２３年度（令和５年度）、適切な視聴履歴の取扱いを行う放送コンテンツのインターネット

配信において、コネクテッドテレビ上における、操作や放送コンテンツの表示に対する利便性

に係る調査を行った。その結果、様々な内容の放送コンテンツの網羅性の確保と視聴者の

視点に寄り添った設計のバランスや、地域性を持つコンテンツの表出の在り方等について更

なる検討の必要性を確認した。 

 
図表３-25 放送同時配信等における視聴履歴等の取扱いの適正化に関する調査研究（１） 

インターネット動画配信サービスの伸長や視聴スタイルの多様化、インターネットを通じた情報空間の広がりなど、
放送を取り巻く環境が変化するなか、取材や編集に裏打ちされた信頼性の高い情報発信、「知る自由」の保障、「社
会の基本情報」の共有や多様な価値観に対する相互理解の促進といった放送の価値は、情報空間全体におけるイン
フォメーション・ヘルス（情報的健康）確保の点で、その役割に対する期待が増している。

 放送がこれまで果たしてきた社会基盤としての役割を引き続き果たし続けるためには、放送波に限らず、インター
ネットにおける多様なプラットフォームの活用促進によって、ローカル局を含む多様な放送コンテンツが広く流通す
ることが重要であると考えられる。その際、インターネット経由での放送コンテンツの利用に係る視聴履歴の適切な
取扱いや、適切な視聴履歴の取扱いを行う放送同時配信等のサービスがプラットフォームにおいて視聴されやすく
なる表出の在り方等について検討が必要。

 以上を踏まえ、以下①～③の項目について調査研究を実施。

調査研究項目 概要 調査手法

① 放送同時配信等における

視聴履歴等の取得・個人

属性推定に係るメカニズ

ムの確認

・テレビ受信機等における放送同時配信等の視聴履歴等が一般的に

どのように取得されるかに関する調査

・当該視聴履歴等から利用者の属性（性別・年代）や趣味嗜好等を推

定する際に行われる一般的行為・手法に関する調査

文献・ウェブサイト・ヒアリング等

②
視聴履歴等取扱同意プロ

セス等に係る視聴者の受

容性の確認

・調査研究項目①において調査した視聴履歴等の活用実態等に対す

る受容性調査

・放送同時配信等の動画配信サービス利用開始時に確認する当該

サービスのプライバシーポリシー等における視聴履歴等取扱いに係る

提示に対する受容性調査

• 一般生活者へのwebアンケート

• モック構築及び一般生活者による評

価（会場調査）

③ 視聴履歴による／よらな

いユーザー利便性を配慮

したテレビ受信機等操

作・表示の実証

テレビ受信機等に構築したデモサービスにおける、視聴履歴の適切

な取扱いを前提とした番組レコメンデーションまたは視聴履歴によ

らない番組レコメンデーションを表出するエリアの操作・表示に対す

る利便性に係る調査

• 実機環境におけるデモサービス構築

及び一般生活者による評価（会場調

査）

調査研究の背景・⽬的・概要

出典︓「放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググループ」（第14回）資料14－３ 三菱総合研究所資料
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図表３-26 放送同時配信等における視聴履歴等の取扱いの適正化に関する調査研究（２） 

 

図表３-27 放送同時配信等における視聴履歴等の取扱いの適正化に関する調査研究（３） 

 

また、官民連携による放送コンテンツのプロミネンスの在り方に関し、諸外国の制度やサー

ビス等を紹介し、各国における検討状況を確認した。 

イギリスにおいては、公共サービス放送事業者（ＰＳＢ）コンテンツがオンライン空間でも優

先表示され、視聴者が見つけやすくすることを目的にしたメディア法案が議会に提出された。
6当該法案において、インターネットに接続して利用するテレビ端末等で提供される「規制テレ

ビジョン選択サービス」において、ＢＢＣ等の放送事業者が提供する「指定インターネット番組

サービス」に対し、適切な程度の顕著性を与えることとされている。 

                                                
6 その後、議会を通過し、令和６年（2024 年）５月 24 日、国王裁可を得て成立した。 

調査研究項⽬③（デモサービス実証）結果概要

基本的な考え方 評価（視聴者・事業者）

A)視聴者利便性への
寄与

全体の９割超がサービス利用意向有
 「生活情報」は全体の約６割が必要性を感じると回答
トップページのジャンルの並べ方３パターンのうち、もっとも選択されたパターンは「地域（越境）
型」で、自分の地域では放送されていないコンテンツ（バラエティ）が視聴が可能である点が評価
された。なお、ドラマ・バラエティのニーズは全般的に高い傾向。

一方トップ画面の情報量が多すぎることへの懸念や、コンテンツ再生までの操作が多い（番組詳細
画面は不要）という声もあり（視聴者はコンテンツへの極力簡便なリーチを期待）。

B）視聴者の
「情報的健康」への寄与

ほぼ全員が、デモサービスによりコンテンツを新たに知ることができると思うと回答。視聴するコンテ
ンツやジャンルの種類が増えると思うと回答した層も約8割。

地域（越境）型は通常放送されていないコンテンツを視聴できるという観点で最も使いやすいという
評価（全体の約4割）。次いで地域型が評価され、トップ画面でのローカルプロミネンスによるローカ
ルコンテンツへのリーチへの効果を確認。

地域一覧画面により、ほぼ全員が、色々な地域のコンテンツが見つけやすいと回答。地域一覧画面
という直接的なローカルコンテンツへの動線がローカルコンテンツへのリーチに寄与することを確認。

C）事業者間での公平
な表出

現状、ローカルコンテンツと在京キー局のコンテンツでは制作しているコンテンツのジャンルや量、コ
ンテンツ配信をする場合のリソースに大きな差がある一方、地域に根差したローカルコンテンツへの
ニーズ（地域外も含む）は明らか。

一方、サービス全体としての価値を高めるためには、ドラマやバラエティといった消費者の嗜好・
ニーズへの対応も必要であり、コンテンツの性質（時事性・創作性や、全編・コーナー等）を踏まえつ
つ、視聴者視点に寄り添ったサービス設計と、それを実現する事業者間での公平な表出ルールを
検討すべき。

出典︓「放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググループ」（第14回）資料14－３ 三菱総合研究所資料
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Ofcom は今後、規制テレビジョン選択サービス提供者と放送事業者の間で締結する顕著

性に関する協定に盛り込むべき事項を示した指針と、規制テレビジョン選択サービス提供者

が果たすべき顕著性に関する実施規範等を作成、公表する予定である。 

オーストラリアにおいては、2022 年（令和４年）12 月、豪州政府・ＤＩＴＲＤＣＡ（インフラ・運

輸・地方開発・通信・芸術省）が、「コネクテッドＴＶに関するプロミネンスフレームワーク提案

書」を公表した。同提案書によると、プロミネンスフレームワークは、コネクテッドテレビ上で自

国のＴＶサービスを容易に見つけられるようにすることで、オーストラリアの公共・文化的生活

の維持に貢献することを目的としたものとされている。 

提案書に対する意見募集を経て、2023 年（令和５年）11 月、議会に「プロミネンスおよびサ

イフォン防止に関する通信法改正案」が提出された。同案によると、「規制テレビサービス」が、

「規制テレビ装置」の主要なインターフェース上において、他のアプリと同一の領域に、他の

アプリと同様のサイズ・形状で配置されなければならないとされ、最低限の顕著性要件を満た

していない場合、オーストラリア国内で当該装置を供給してはならないとされている。 

また、2024 年（令和６年）２月、豪州政府が、審議中の通信法改正案の審議に役立てる目

的で、関連規則「プロミネンス規則案」を公表した。同案によると、「規制テレビ装置」において、

「ビデオオンデマンド放送サービス（アプリ）」を目立たせるため、主要ユーザーインターフェ

ース上かつ他のアプリと同一の領域に、他のアプリと同様のサイズ・形状で配置することが最

低限の顕著性要件として示されている。 

ドイツにおいては 2020 年（令和２年）11 月、「メディア州間協定（Medienstaatsvertrag (ＭＳ

ｔＶ)）」が発効された。放送の定義を「電波」から「電気通信」を用いるものと変更し、従来の放

送（リニアサービス）とテレメディア（ノンリニアサービス）に関する規制に加え、メディアプラット

フォームやユーザーインターフェース等に関する新たな規制を設け、デジタル時代のメディア

環境の中で意見の多様性を保障することを目的としている。同協定の第 84 条（ＵＩにおけるフ

ァインダビリティ）において、「放送」や「放送に類するテレメディア」等の見つけやすさ等に関

する規定がある。 

また、2021 年（令和３年）３月、「メディア州間協定」第 84 条第８項等に基づく「メディアプラ

ットフォームとユーザーインターフェースに関する法令（Satzung zu Medienplattformen und 

Benutzeroberflächen）」が発効された。これはメディアプラットフォーム及びユーザーインター

フェースに関する「メディア州間協定」の法的規定の実体上及び手続上の詳細を規定してい

るものである。 

更に、2021 年（令和３年）６月、「公共的価値法令（Public-Value-Satzung）」が発効された。

これは「メディア州間協定」第 84 条第８項等に基づくが、意見の多様性（提供物と提供者の

多様性）を積極的に保護する役割を果たすことを目的としたものであり、プロミネンスの対象と

なることを希望する事業者の申請に係る所要の手続き等を規定しているものである。 



30 
 

 

図表３-28 各国プロミネンス制度の概要7 

 

放送コンテンツのプロミネンスは、技術進歩等に応じてその在り方が変わりうること、また、

公正取引委員会「コネクテッドＴＶ及び動画配信サービス等に関する実態調査報告書」8にお

ける、テレビ向けＯＳレイヤーに対し、インターネット配信サービスの多様性を尊重し、良質な

コンテンツを享受することができる環境の整備を図る観点からの取組が望ましい、との言及に

も留意する必要がある。 

                                                
7 イギリス及びオーストラリアは審議中の法案を元に作成している。 
8 https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/mar/240306ctv.html 

イギリス オーストラリア ドイツ
制度の⽬的  公共サービス放送事業者（Public Service 

Broadcaster）が提供するコンテンツ※1がオ
ンライン空間でも優先表⽰され、視聴者が
⾒つけやすくなること
※1:公共利益を⽬的として、報道、地域、

⽂化、教育等の番組を提供することが
PSBの任務とされている

 以下の⽬的で、オーストラリア全⼟の視聴者
が無料放送のテレビコンテンツにアクセスでき
るようにすること
• 公開討論等、⺠主的意思決定に関する

問題を知らせ⺠主主義を⽀援すること、
公共的意義のあるコンテンツにアクセスで
きるようにすること、オーストラリアの多⽂化
社会のコミュニケーション・ニーズを満たすこ
と

 メディア州間協定に規定されている世論形
成に関連する特定のコンテンツ※10をユーザー
インターフェース上で⾒つけやすくし、多様性を
強化すること等を⽬的
※10:政治、歴史、地域、欧州、若年層に

関する番組等

義務
を課される対
象

 「インターネットテレビジョン機器※2」にて提供
される「規制テレビジョン選択サービス※3」
※2:DSIT⼤⾂の制定した規則に定める機

器⼜は機器の組み合わせをいう
※3:英国の相当数の公衆に利⽤され、

DSIT⼤⾂が制定する規則により当分の
間指定されるもの

 「規制テレビ装置※7」の製造事業者⼜は製
造事業者の関連団体
※7:「ビデオオンデマンド放送サービス」へのア

クセスや、視聴覚コンテンツの視聴を容易
にすることを主たる⽬的として設計された
装置。最低限の顕著性要件に適合して
いない場合、当該装置を供給してはなら
ない。また、要件に適合する装置に関して、
規制テレビサービス・プロバイダーに料⾦を
請求してはならない

 「メディアプラットフォーム※11」のユーザーイン
ターフェースのプロバイダー※12
※11:「放送」、「放送に類するテレメディア」

やこれらを制御するアプリを組み合わせた
全体的な提供を形成するテレメディア

※12:テレビ受信機メーカーやOS事業者等
が念頭とされる

優先表⽰
の対象

 公共サービス放送事業者（Public Service 
Broadcaster）に課せられた任務の履⾏に
⼤きく貢献するものとして、Ofcomが指定す
るインターネット番組サービス※4及び放送
※4:BBC iPlayer等、BBC、ITV、チャンネル

４・５等のPSBが提供する動画配信サー
ビス

 「規制テレビサービス※8」
※8:豪州放送協会(ABC)、特別放送サービ

ス協会(SBS)、商業テレビ放送免許事業
者、コミュニティテレビ放送事業者等が提
供する「ビデオオンデマンド放送サービス」や
「リニアテレビジョン放送サービス」

 「放送」、「放送に類するテレメディア※13」、
⼜はこれらを「制御するアプリ」
※13:ラジオやテレビに形式やデザインが類似

し、ユーザーが選択した時間に個別に取
得できるコンテンツを有するARDの⼀部で
ある公共放送の共同テレメディア、ZDFと
Deutschlandradioのテレメディア等

優先表⽰
の⼿法
(ネット配信
関連)

 「インターネットテレビジョン機器」にて提供さ
れる「規制テレビジョン選択サービス」にて、
「指定インターネット番組サービス」に適切な
程度の顕著性を与えること

 「規制テレビジョン選択サービス」事業者及び
「指定インターネット番組サービス」事業者は、
Ofcomが規定する「実施規範※5」や「協定
の⽬的に関する指針※6」を参考に、プロミネ
ンスの⼿法について協定を締結しなければな
らない
※5:「規制テレビジョン選択サービス」事業者が、利⽤者に対し「指定インターネット番組サービス」を提⽰する⽅法として推奨する⾏為を⽰す規範
※6:「指定インターネット番組サービス」事業者及び「規制テレビジョン選択サービス」事業者が、「指定インターネット番組サービス」に適切な程度の顕著性を与えるための⾏動指針

 「規制テレビ装置」の「主要ユーザーインター
フェース※9」において、「ビデオオンデマンド放
送サービス」が、他のアプリと同様のサイズ・形
状で、同⼀の領域に配置されなければなら
ない
※9:装置のホーム画⾯⼜はメイン画⾯や、ビ

デオオンデマンド放送サービスにアクセスす
るために最も⼀般的に使⽤されるメイン・
インターフェース。主要UIには、その装置の
補助的なハードウェア等は含まれない

 ユーザーインターフェースは、
・検索機能を提供しなければならない。検索
候補を含め、差別的であってはならない
・前⾯に表⽰、独⽴したボタン等で強調され
ていると、シンプルかつ迅速に⾒つけやすくな
る
・放送等の提供物が他の提供物と同様に
簡単・迅速に⾒つけられることは必要だが、
それだけでは⼗分ではない
・ホーム画⾯のファーストビューでは、放送全体
を⾒つけやすくしなければならない
・デフォルトの設定にかかわらず、ユーザーが提
供物等を簡単かつ迅速に並べ替え・整理で
きなければならない

 上記は、ユーザインタフェースの提供者が、実
装が技術的に不可能であること、⼜は著しく
不釣り合いな労⼒であることを証明する場
合には適⽤されない。

社会の基本情報、多様な価値感を国⺠に知らせること

テレビ受信機等上のプラットフォーム事業者 テレビ受信機等の製造事業者 テレビ受信機等上のプラットフォーム事業者

放送事業者の「放送」及び「インターネット配信サービス」

優先表⽰の⼿法について⼀定の⾔及⺠間の協議を尊重
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＜対応策＞ 

ＮＨＫと民放共同で、放送コンテンツの一覧性を確保した仮想プラットフォームを実現して

いくに当たっては以下の点等に留意して、政府による実証等を通じて、官民連携による取組

を深めていくべきである。 

・ＮＨＫと民放それぞれの強みを生かした、視聴者にとって新規性や多様性のあるコンテン

ツと、視聴者の嗜好に沿ったコンテンツ、双方の視聴機会を確保する表出のバランス 

・ローカル局が提供する地域情報等の放送コンテンツに当該地域の視聴者等が容易に視

聴できる環境づくり 

・前二者を実現するに当たって、個人情報保護・プライバシーに配慮した視聴データの取

扱いに対する高い受容度やコンテンツへの信頼度の高さを踏まえ、視聴データの積極的

な利活用等、放送とインターネット配信が一体となったサービス全体での価値を高める取

組を検討すること 

プロミネンスの在り方を検討していくに当たっては以下の点等に留意して、まずは、政府に

よる実証等を通じて、放送事業者のインターネット配信サービス、テレビ受信機メーカー、テ

レビ向けＯＳ事業者等による自主ルール作りを官民連携して進めていくべきである。 

・放送コンテンツのプロミネンスは、技術進歩等に応じてその在り方が変わりうること 

・公正取引委員会「コネクテッドＴＶ及び動画配信サービス等に関する実態調査報告書」に

おける、テレビ向けＯＳレイヤーに対し、インターネット配信サービスの多様性を尊重し、良

質なコンテンツを享受することができる環境の整備を図る観点からの取組が望ましい、との

言及があること 

・放送コンテンツに対するプロミネンスの在り方（プロミネンスの対象や範囲等）やその社会

的意義を関係者間において意見交換しながら検討を進めること 

・具体的なプロミネンスの手法については、海外の取組状況を注視しつつ、プロミネンスに

よって生じ得る国民による放送コンテンツを見る頻度の変化、国民の視聴する情報への受

けとめ方等を調査すると共に、我が国における上記の社会的意義を踏まえた対応に対す

るユーザの受容性やプロミネンス手法の透明性を考慮しながら、手法に対するユーザや関

係事業者の理解の醸成を念頭に、自主ルール作りにおいて標準化すべきプロミネンスの

項目や手法など、講じるべきアプローチを検討すること 

なお、本ワーキンググループにおいては、コネクテッドテレビ上における、視聴者の利便性

向上に向けた放送コンテンツの一覧性を確保した仮想プラットフォームの実現や官民連携に

よる放送コンテンツのプロミネンスの在り方について検討してきたが、コネクテッドテレビ上以

外のプロミネンスについても、将来的な検討も視野に入れ、諸外国の取組状況等を注視す

べきである。 

 

４．おわりに 

本ワーキンググループは、2023 年（令和 5 年）10 月の第１次取りまとめの公表以降も引続き、

デジタル時代における、放送コンテンツの制作・流通を促進するための方策の在り方について

議論を重ねてきた。 
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検討にあたっては、第１次取りまとめにおいて整理した事項の検討を深めていく観点から、大

きく３つのテーマに関し、構成員、放送コンテンツ制作・流通を担う放送事業者、番組制作会社、

調査会社等からのヒアリングを行い、また、事務局からも検討に資する実態・制度等の紹介を行

い、課題を認識し、対応策を議論した。 

議論を踏まえ、本取りまとめにおいて示した３点の柱における対応策は、いずれも放送コンテ

ンツの制作・流通を促進に向けて必要不可欠なものであり、今後はこれに基づき、総務省にお

いて必要な措置を講じていくことが望ましい。 

上記の措置を有効に進めていくために重要な点は、放送業界全体で自らが置かれている状

況を正しく把握し、必要に応じ、共同・協調して放送コンテンツの制作・流通に尽力していくこと

である。また、状況は日々刻々と変化する分野であり、そうした変化に対応すべく、不断の努力

を続けることが肝要である。また、本取りまとめを踏まえ講じられる措置は、その効果が必ずしも

年度単位で発揮されるものではなく、継続的な取組が多いものもあることも念頭におきつつ、当

該措置に対する必要性・有効性について適時に検証し、アジャイル的な思考を持って見直して

いくことにも留意すべきである。 

本ワーキンググループとしては、以上の観点を踏まえて、質の高い放送コンテンツが数多く制

作され、国内外に幅広く流通され、我が国の放送業界が果たしてきた社会的役割を引続き担い

続けていくことを期待したい。 
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別添１ 開催要綱 
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別添１ 開催要綱 

デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会 

「放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググループ」 

開催要綱 

１．背景・目的 

デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会（以下「検討会」という。）

のとりまとめにおいて、ローカル局をはじめとする放送事業者の設備負担軽減に係る提

言の中で、コンテンツ制作に注力できる環境を整備していくことが重要であると言及さ

れている。 

こうした環境を整備する観点からは、放送事業者によるコンテンツの制作の促進に加

え、そうしたコンテンツがより幅広く視聴されるよう、放送やインターネット上におけ

る流通の一層の促進が重要となると考えられる。特に、地域情報の発信において、今後

ローカル放送局には大きな役割が期待されている。

以上を踏まえ、検討会の下に開催される会合として、「放送コンテンツの制作・流通

の促進に関するワーキンググループ」を開催し、インターネット時代における、放送コ

ンテンツの制作・流通を促進するための方策の在り方について、関係事業者等の協力を

得つつ、検討を行う。

２．名称 

本ワーキンググループは「放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググ

ループ」と称する。

３．検討項目 

（１）放送コンテンツの流通の促進について

（２）放送コンテンツの制作の促進について

（３）その他

４．構成及び運営 

（１）本ワーキンググループの主査は、検討会座長が指名する。本ワーキンググループ

の構成員は、主査が指名する。 

（２）主査は、本ワーキンググループを招集し、主宰する。

（３）主査は、主査代理を指名することができる。

（４）主査代理は主査を補佐し、主査が不在のときは主査に代わって本ワーキンググル

ープを招集し、主宰する。 

付録－2



（５）主査は、必要と認める者を構成員又はオブザーバとして随時追加することができ

る。 

（６）主査は、必要に応じ、構成員及びオブザーバ以外の関係者の出席を求め、意見を

聴くことができる。 

（７）その他、本ワーキンググループの運営に必要な事項は、主査が定めるところによ

る。 

５．議事の取扱い 

（１）本ワーキンググループの会議は、原則として公開とする。ただし、公開すること

により当事者又は第三者の権利及び利益並びに公共の利益を害するおそれがある場

合その他主査が必要と認める場合については、非公開とする。 

（２）本ワーキンググループの会議で使用した資料については、原則として総務省のホ

ームページに掲載し、公開する。ただし、公開することにより当事者又は第三者の権

利及び利益並びに公共の利益を害するおそれがある場合その他主査が必要と認める

場合については、非公開とする。 

（３）本ワーキンググループの会議については、原則として議事要旨を作成し、総務省

の ホームページに掲載し、公開する。 

６．その他 

本ワーキンググループの庶務は、情報流通行政局情報通信作品振興課が、同局放送政

策課の協力を得て行うものとする。 
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別紙 

「放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググループ」 

構成員名簿 

（敬称略・主査を除き五十音順） 

＜構成員＞ 

（主査） 山本
やまもと

 龍彦
たつひこ

慶應義塾大学大学院法務研究科 教授 

（主査代理） 内山
うちやま

 隆
たかし

青山学院大学総合文化政策学部 教授 

東京大学大学院工学系研究科 教授 

荒井
あ ら い

 ひろみ 理化学研究所革新知能統合研究センター 

ユニットリーダー

有賀
あ り が

 敦
あ つ

紀
の り

中央大学文学部心理学専攻 教授 

飯塚
い い づ か

留
る

美
み

一般財団法人マルチメディア振興センター 

調査研究部 研究主幹 

大谷
おおたに

 和子
か ず こ

株式会社日本総合研究所 執行役員 法務部長 

落合
おちあい

 孝
た か

文
ふ み

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 

プロトタイプ政策研究所所長・シニアパートナー弁護士 

音
お と

 好宏
よしひろ

上智大学新聞学科 教授 

長田
な が た

三
み

紀
き

情報通信消費者ネットワーク 

西田
に し だ

 亮
りょう

介
す け

日本大学危機管理学部 教授 

東京工業大学特任教授 

長谷川
は せ が わ

敦士
あ つ し

武蔵野美術大学造形構想学部 教授 

株式会社コンセント 代表取締役社長 

林
はやし

 秀
しゅう

弥
や

名古屋大学大学院法学研究科 教授

福井
ふ く い

 健
け ん

策
さ く

骨董通り法律事務所 代表 弁護士 

計 14名 

（オブザーバ）

日本放送協会、一般社団法人日本民間放送連盟、株式会社ＴＢＳテレビ、株式会社テレビ朝日、株式会社テレビ東京、

日本テレビ放送網株式会社、株式会社フジテレビジョン、株式会社 TVer、一般社団法人大手家電流通協会、 

一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）テレビネットワーク事業委員会、一般社団法人 IPTVフォーラム、 
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一般社団法人放送サービス高度化推進協会（A-PAB）、一般社団法人放送コンテンツ海外展開促進機構（BEAJ）、 

グーグル合同会社、ヤフー株式会社、Netflix合同会社、一般社団法人全日本テレビ番組製作社連盟（ATP）、 

一般社団法人全国地域映像団体協議会、一般社団法人日本動画協会 

経済産業省商務情報政策局コンテンツ産業課 

情報流通行政局情報流通振興課、総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課

付録－5



別添２ 開催状況 
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別添２ 開催状況 

「放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググループ」 

開催状況 

○第１回（令和４年12月16日（金）10:00～）

（１）開催要綱の確認等

（２）放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググループについて

（３）放送コンテンツを取り巻く現状について

（４）放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググループの論点（案）

（５）立教大学社会学部砂川ゼミへのヒアリング

（６）意見交換

○第２回（令和５年２月21日（火）10:00～）

（１）放送コンテンツの流通の現状

（２）インターネット上における流通に関するヒアリング

（３）意見交換

○第３回（令和５年３月22日（水）13:00～）

（１）音構成員プレゼンテーション

（２）地域からの情報発信に関する放送局の取組についてのヒアリング

（３）意見交換

○第４回（令和５年４月６日（木）13:00～）

（１）コンテンツビジネスの現在に関するヒアリング

（２）グローバルに通用するコンテンツの制作・流通に関するヒアリング

（３）意見交換

○第５回（令和５年４月24日（月）13:00～）

（１）NHKとの共同制作による流通促進に関するヒアリング

（２）第１回から第４回までを踏まえた意見交換

○第６回（令和５年６月２日（金）13:00～）

（１）これまでの議論を踏まえた論点整理

（２）意見交換
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○第７回（令和５年６月16日（金）13:00～）

（１）プラットフォーム等の活用による放送コンテンツのインターネット上におけ

る流通促進方策に関する英国の動向

（２）これまでの議論の整理（プラットフォーム等の活用による放送コンテンツの

インターネット上における流通促進方策関係）

（３）意見交換

○第８回（令和５年８月９日（水）13:00～）

（１）取りまとめ骨子（案）

（２）意見交換

○第９回（令和５年８月24日（木）13:00～）

（１）取りまとめ（案）

（２）意見交換

○第10回（令和５年12月27日（水）13:00～）

（１）これまでの検討結果及び今後の検討項目について

（２）意見交換

○第11回（令和６年１月26日（金）16:00～）

（１）人材の育成・確保及び意欲あるローカル局等の後押しについてのヒアリング

（２）海外との取引機会の拡大についてのヒアリング

（３）放送コンテンツの海外展開概論についてのヒアリング

（４）意見交換

○第12回（令和６年２月28日（水）17:00～）

（１）クリエイター等人材確保・育成にも資するデジタル技術の活用方策についての

ヒアリング

（２）ローカル局の権利処理を円滑にできる効果的手法の検討についてのヒアリング 

（３）意見交換

○第13回（令和６年３月19日（火）17:00～）

（１）ローカル局における海外展開

（２）小規模中継局等のブロードバンドによる代替に係る権利処理

（３）諸外国における放送プロミネンスの現状

（４）意見交換
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○第14回（令和６年5月17日（金）17:00～）

（１）海外展開推進方策（海外向け配信）

（２）放送コンテンツの流通促進に向けた動画配信プラットフォームの在り方

（３）意見交換

○第15回（令和６年5月28日（火）10:00～）

（１）「放送コンテンツの適正な製作取引の推進に関する検証・検討会議」の検討状況

（２）これまでの議論の整理

（３）意見交換

○第16回（令和６年6月24日（月）13:00～）

（１）第２次取りまとめ（案）

（２）意見交換
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別添３ 課題ごとの構成員等の主な意見 
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別添４ 参考資料

付録－23



付録－24



付録－25



付録－26



付録－27



付録－28



付録－29



2017
05

2017
11

2018
05

2018
11

2019
05

2019
11

2020
05

2020
11

2021
05

2021
11

2022
05

2022
11

2023
05

付録－30



付録－31



付録－32



付録－33



付録－34



付録－35



付録－36



付録－37



付録－38



付録－39



付録－40



付録－41



付録－42



付録－43



付録－44



付録－45



付録－46



付録－47



付録－48



付録－49



付録－50



付録－51



2017
05

2017
11

2018
05

2018
11

2019
05

2019
11

2020
05

2020
11

2021
05

2021
11

2022
05

2022
11

2023
05

付録－52



付録－53



付録－54



付録－55



付録－56



付録－57



付録－58



付録－59



付録－60



付録－61


	
	付録.pdf
	目次
	別添1 開催要綱
	別添2 開催状況
	別添3 課題ごとの構成員等の主な意見
	別添4 参考資料

	07_統合用（別添４）参考資料v15.pdf




